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　 権利の章典
〔１〕国王は、王権により、国会の承

しょう
認
にん
なしに法律〔の効力〕を停止

し、または法律の執
しっ
行
こう
を停止し得

う
る権限があると称

しょう
しているが、そ

のようなことは違
い
法
ほう
である。

〔２〕〔国王は〕王権により、法律を無視し、または法律の執行をしな
い権限があると称し、最近このような権限を僣

せん
取
しゅ①し行使したが、

そのようなことは違法である。……
〔４〕大権に名を借り、国会の承認なしに、〔国会が〕みとめ、もしく
はみとむべき期間よりも長い期間、または〔国会が〕みとめ、または
みとむべき態様②と異なった態様で、王の使用に供するために金銭
を徴

ちょう
収
しゅう
することは、違法である。

〔５〕国王に請
せい
願
がん
することは臣民の権利であり、このような請願をし

たことを理由とする収
しゅう
監
かん
または訴

そ
追
つい③は、違法である。

〔６〕平時において、国会の承認なくして国内で常備軍を徴集してこ
れを維

い
持
じ
することは、法に反する。

� 〈高木八尺ほか編『人権宣言集』岩波書店〉
　　　　　①力ずくで奪

うば
うこと　②ありさま、様子　③監

かん
獄
ごく
に入れることや起

き
訴
そ

すること

名
めい

誉
よ

革命直後の1689年にイギリス議会が提出し、イギリス国王
ウィリアム３世・メアリ２世が即

そく

位
い

するにあたって承
しょう

認
にん

した権
利の宣言を、同年末に議会が法律として制定したもので、内容的には
権利の宣言を継

けい

承
しょう

している。国王といえども法律に従うべきこと、課
税には議会の承認を必要とすること、また人身の自由などの人民の権
利についても詳

しょう

細
さい

に規定し、王権に対する議会の優
ゆう

越
えつ

を決定づけ、イ
ギリス立憲政治の基

き

礎
そ

となった。

　 ロック著『統治二論（市民政府二論）』
222　人々が社会に入る理由は、彼

かれ
らの固有権①を保全することに

ある。そして、彼らが立法部を選出し、彼らに権
けん
威
い
を与

あた
える目的

は、その社会の全成員の固有権に対する監
かん
視
し
役あるいは防

ぼう
壁
へき
とし

て、社会の各部分、各成員の権力を制限し、その統治権を適度に抑
おさ

えるための法を作り、規則を定めることにある。……立法者が
0 0 0 0

、人
0

民の固有権を奪
0 0 0 0 0 0 0  

い
0

、また破壊
0 0 0 0  

しようとする
0 0 0 0 0 0

とき、……立法者は常に
人民との戦争状態に置かれることになり、……人民は、彼らの根本
的な自由を回復する権利をもち、……新たな立法部を設立すること
によって、彼らが社会のうちに身を置く目的である自分自身の安全
と保護とに備える権利をもつからである。
� 〈加藤節訳『完訳統治二論�ジョン・ロック著』岩波書店〉
　　　　　①人間の自由・平等・所有権といった、すべての人間が生まれながら
にもっている自然権のこと

17世紀のイギリスの思想家であるロックが、名
めい

誉
よ

革命後の1690
年に刊行した著作。国王の権力の起源を神に求める王権神授説

を批判し、人民主権の立場をとった。そして固有の権利を保障するた
めに人民が契

けい

約
やく

をして国家が成立したとする社会契約説を唱え、暴政
に対する人民の抵

てい

抗
こう

権・革命権があることを主張した。結果的に名誉
革命を正当化することになり、また18世紀のアメリカ独立革命やフ
ランス革命にも大きな影

えい

響
きょう

を与
あた

えた。

　 ルソー著『社会契
け い

約
や く

論』
　人間は自由なものとして生まれている。しかも、いたるところで
鉄
てっ
鎖
さ ①につながれている。他の人々の主人であると自分を考えてい

る者も、やはりその人々以上に奴
ど
隷
れい
なのである。……

　「各構成員の身体と財産とを、共同の力のすべてをもって防
ぼう
禦
ぎょ②

し、保護する結社形式③を見いだすこと、ただし、この結社形式
は、それによって各人がすべての人と結合しながら、しかも自分自
身にしか服従せず、従前と同じように自由であるようなものでなけ
ればならい。」これこそ社会契約によって解決される基本問題であ
る。……
　だから、もし社会契約からその本質的でないものを取り除くと、
それは次のことばに要約されることがわかろう。「われわれおのお
のは、その身体とその力のすべてを共同にして、一

いっ
般
ぱん
意志の最高指

揮の下
もと
にゆだねる。さらに、われわれは、政治体を形成するものと

して、各構成員を全体の不可分な部分として受け入れる。」……
� 〈平岡昇ほか訳『社会契約論』角川書店〉
　　　　　①人々の自由が制限されていることの例え　②防

ぼう
御
ぎょ
に同じ　③国家の

あり方

18世紀のフランスの思想家であるルソーが1762年に出版した著
作。ロックと同じく社会契

けい

約
やく

説を主張し、人民に主権や抵
てい

抗
こう

権・革命権があると説いて、特にフランス革命に大きな影
えい

響
きょう

を与
あた

え
た。ロックが間接民主政を理想としたのに対し、ルソーは主権を他者
に譲

じょう

渡
と

したり分
ぶん

割
かつ

したりすることはできないとして直接民主政を主張
した。また日本でも明治時代の思想家である中

なか

江
え

兆
ちょう

民
みん

がこれを翻
ほん

訳
やく

し、『民
みん

約
やく

訳
やく

解
かい

』として刊行した。

　 ジェファソン「アメリカ独立宣言」起草文
国王（ジョージ３世）は、人間性そのものに反する残

ざん
忍
にん
な戦いを行

い、いまだかつて彼
かれ
に逆らったことのない僻

へき
遠
えん①の地の人びと（ア

フリカ黒人）の、生命と自由という最も神聖な権利を侵
しん
犯
ぱん
し、かれ

らを捕
と
らえては西半球②の奴

ど
隷
れい
制度の中に連れ込

こ
んでしまうか、あ

るいは運
うん
搬
ぱん
の途

と
上
じょう
にて悲

ひ
惨
さん
な死にいたらしめた。異

い
端
たん③な力によっ

て行われてきた恥
は
ずべきこの海

かい
賊
ぞく
的な行

こう
為
い
は、キリスト教徒たる大

英帝国の国王によってなされてきた戦いである。人間が売り買いさ
れなければならないような市場を、あくまでも開放しておこうと決
意して、この憂

うれ
うべき取引の禁止ないしは制限を企

き
図
と
したあらゆる

法律の成立を妨
さまた
げるために、彼は拒

きょ
否
ひ
権を行使してきたのである。

……� 〈本田創造著『アメリカ黒人の歴史�新版』岩波書店〉
　　　　　①非常に遠いこと　②アメリカ大陸のこと　③正統（正しい考え方）か
ら外れていること

アメリカ独立宣言は、アメリカ独立戦争中の1776年７月４日に
第２回大陸会議で採

さい

択
たく

された文書である。ロックの思想的影
えい

響
きょう

を強く受け、人間の自由・平等といった自然権や天
てん

賦
ぷ

人権論、社会契
けい

約
やく

説に基
もと

づく抵
てい

抗
こう

権（革命権）を唱え、13植民地の独立を宣言した。
ところで独立宣言の草案には起草者の一人ジェファソンにより、この
史料のように黒人奴

ど

隷
れい

貿易を厳しく批判する条
じょう

項
こう

が盛り込
こ

まれていた
が、南部のプランター（農園主）の主張に配

はい

慮
りょ

し、大陸会議で削
さく

除
じょ

さ
れた。

　 フランス人権宣言
〔前文〕　国民議会として構成されたフランス人民の代表者たちは、
人の権利に対する無知、忘

ぼう
却
きゃく
または軽視が、公

おおやけ
の不幸と政府の腐

ふ
敗
はい

の唯
ゆい
一
いつ
の原因であることを考

こう
慮
りょ
し、人の譲

ゆず
りわたすことのできない

神聖な自然的権利を、厳
げん
粛
しゅく
な宣言において提示することを決意し

た。……
第１条　人は、自由、かつ、権利において平等なものとして生ま
れ、存在する。社会的差別は、共同の利益にもとづくのでなけれ
ば、設けられない。
第２条　あらゆる政治的結合の目的は、人の、時効によって消

しょう
滅
めつ
す

ることのない自然的な諸権利の保全にある。これらの諸権利とは、
自由、所有、安全および圧制への抵

てい
抗
こう
である。

第１部　近代化と私たち
2211 p.65

用語解説

基
情
礎
報

2222 p.65

うば は かい

用語解説

基
情
礎
報

33 p.65

用語解説

基
情
礎
報

44 p.67

用語解説

基
情
礎
報

55 p.50、68
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第３条　あらゆる主権の淵
えん
源
げん①は、本来的に国民にある。いかなる

団体も、いかなる個人も、国民から明示的に発しない権
けん
威
い
を行使す

ることはできない。……
第６条　法律は、一

いっ
般
ぱん
意思②の表明である。すべての市民は、みず

から、またはその代表者によって、その形成に参
さん
与
よ
する権利をも

つ。……
第11条　思想および意見の自由な伝達は、人の最も貴重な権利の
一つである。……
第16条　権利の保障が確保されず、権力の分立が定められてない
すべての社会は、憲法をもたない。
第17条　所有は、神聖かつ不

ふ
可
か
侵
しん
の権利であり、何

なん
人
ぴと
も、適法に

確認された公の必要が明白にそれを要求する場合で、かつ、正当か
つ事前の補

ほ
償
しょう
の条件のもとでなければ、それを奪

うば
われない。

� 〈辻村みよ子監訳『オランプ・ドゥ・グージュ』信山社〉
　　　　　①源

みなもと
　②ルソーの思想に登場する概

がい
念
ねん
で、個人の利益やその総和であ

る多数決ではなく、常に公共の利益を目指そうとする意思

1789年８月26日、フランス革命中の国民議会で採
さい

択
たく

された文
書。前文と17条から構成され、フランス革命の理念を示してお

り、ロック・ルソーの思想やアメリカ独立宣言の影
えい

響
きょう

もみられる。具
体的には、人間の自由・平等、所有（財産権）の不

ふ

可
か

侵
しん

、社会契
けい

約
やく

説、
抵
てい

抗
こう

権、国民主権、一般意思、精神の自由、権力分立など多様な内容
が含

ふく

まれている。またフランス初の憲法である1791年憲法の前文に
おいても、これらの原則が確認された。

　 ナポレオン法典
Ⅰ．ナポレオン法典の精神
　われわれの目的は、道徳を法律に結合し、人がなんといおうと、
かくも好ましい家族の精神を国家の精神にまで普及せしめることに
あつた。……家族という小さい祖国を通して人は大きな祖国に連な
る。良き国民を形作るものは、良き父、良き夫、良き息

むす
子
こ
である。

……
Ⅱ．家族の尊重
〔A〕夫がこの（家族）統率の主である。……夫がその配偶者①の財産
も素行もすべて管理し、すべて監

かん
督
とく
する。……

　213．夫は妻を保護し、妻は夫に服従する義務を負う。……
　1421．夫は単独で夫

ふう
婦
ふ
共有財産を管理する。……

〔B〕………
　371．子は年

ねん
齢
れい
のいかんを問わずその父母に対し尊敬の義務を負

う。……
Ⅲ．所有権の絶対……
　�544．所有権は法律または命令によつて禁ぜられる使用をなさぬ
かぎり、物を最も絶対的に使用収益②しかつ処分しうる権利であ
る。……
Ⅳ．契約の自由
　一
いっ
般
ぱん
に人間は自分に利害関係のあるすべてに関して自由に取引が

できるはずである。……契約の自由はただ正義や善良の風
ふう
俗
ぞく
や公益

によつてのみ制限される。
Ⅴ．自己責任
　�1382．人のいかなる行

こう
為
い
によるを問わず、他人に対して損害を

惹
じゃっ
起
き ③したものは、それがそのものの過失によつて生じたのであ

れば、これを賠
ばい
償
しょう
する責を負う。�〈下中彌三郎編『西洋史料集成』平凡社〉

　　　　　①夫妻の一方を指す語。この場合は妻を指す　②使うことで利益を得
ること　③引き起こす

1804年３月にナポレオンが制定した、全文が2281条から成る
フランス民法典。個人主義・自由主義の原理に基

もと

づき、所有権
の絶対、契

けい

約
やく

の自由、過失の自己責任などを明記し、フランス革命の

用語解説

基
情
礎
報

66 p.70

用語解説

基
情
礎
報

成果を定着させるとともに、日本を含
ふく

む世界各国の民法に大きな影
えい

響
きょう

を与
あた

えた。また国民国家の統合のため家族の統合も重視されたが、夫
が家族を統

とう

率
そつ

し、妻や子は夫や父親に従う義務があるとされ、女性や
子どもは社会的弱者であり保護の対象とされた。

　 フィヒテ「ドイツ国民に告ぐ」
……ドイツ国民層にぞくしているひとびとの大多数を、……本来の
民族的な意味で教育する①ことこそが、必要なのである。……
　このような教育の力をもってすれば、われわれがはじめにたてて
おいた目標、つまり、われわれのこの講演の本来の動機となってい
る目的は、まちがいなく達せられるであろう。ほんとうの祖国愛を
身につけるのも、地上の生命を永遠の生命として理解させてくれる
のも、かく、地上の生命を永遠の生命として知るための唯

ゆい
一
いつ
のより

どころは祖国であると教えてくれるのも、すべて、かの、〔われわ
れの新しい教育の力によってもりあげられる〕精神である。かく教
えられた祖国があってこそ、おのずと、祖国を防衛するために勇

ゆう
敢
かん

にたたかおうという人間も、法をまもり平和な正しい国民となろう
という人間も、生まれてくるのである。……
� 〈真下信一訳『世界大思想全集�哲学・文芸思想篇�第11巻』河出書房〉
　　　　　①フィヒテは別の項で、ドイツ人の祖国愛を広く国民層に植え付ける
ような教育のみがドイツの独立を救うことができると述べている

ドイツ観念論の哲
てつ

学
がく

者で後にベルリン大学初代総長も務めた
フィヒテは、1807～08年にナポレオン占

せん

領
りょう

下のベルリンで「ド
イツ国民に告ぐ」という連続講演を行った。当時のヨーロッパではナ
ポレオンの大陸支配に対して各地でナショナリズムの動きが高まりつ
つあり、フランスに対するドイツ文化の優秀性を説いたフィヒテの講
演も、プロイセンを中心とするドイツの人々に「ドイツ人」としての民
族意識を高めることにつながった。

　 産業革命時の児童の工場労働
証言者　サミュエル・クールソン①

5047　好
こう
況
きょう
時にあなたの娘

むすめ
たちは朝の何時に工場に行きましたか。

─娘たちは朝の３時には工場に行き、仕事を終えるのは夜の10
時から10時半近くでした。
5049　19時間の労働の間に休息あるいは休養のためにどれだけの
休
きゅう
憩
けい
時間が与

あた
えられたのですか。

─朝食に15分、昼食に30分、飲料を取るのに15分です。……
5073　あなたの子どもたちの中で誰

だれ
か鞭

むち
打ちを受けたものはいま

すか。
─はい、どの子どももです。長女についてですが、……彼

かの
女
じょ
は

「監
かん
視
し
人が私を革

かわ
ひもで打ちました。しかし、監視人の所には行か

ないでください。もし行けば、私たちは仕事を失ってしまうでしょ
う」と言いました。……� 〈歴史学研究会編『世界史史料６』岩波書店〉
　　　　　①イギリス中部の織物工業都市リーズ近

きん
郊
こう
に住む仕立屋であり、近く

の梳
そ
毛
もう
加工工場に働きに出ていた３人の娘がいた

産業革命によって機械制工場が各地に建てられると、成人男性
だけでなく子どもや女性の労働者が多く雇

こ

用
よう

されるようにな
り、低賃金かつ過

か

酷
こく

な労働環
かん

境
きょう

で長時間働くことを強
し

いられた。イギ
リスで1833年に制定された工場法は、児童の労働時間の制限や工場
監
かん

督
とく

官の設置など初めて実効性を伴
ともな

った工場法とされたが、その制定
にあたって議会委員会が実態調査を行い、この史料にあるような証言
が立法において重要な参考資料とされた。

　 『共産党宣言』
　ヨーロッパではひとつの亡

ぼう
霊
れい
がうろついている。それは共産主義

の亡霊である。……

77 p.70
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　これまですべての社会の歴史は階級闘
とう
争
そう
の歴史である。

　つねに相
そう
互
ご
に対立しあっていたのは、自由人と奴

ど
隷
れい
、貴族と平

民、領主と農奴、ギルドの親方と遍
へん
歴
れき
職人（Gesell）、抑

よく
圧
あつ
者と被

ひ

抑圧者であり、……ブルジョワ①階級の時代である、わが時代は、
……すなわちブルジョワ階級とプロレタリア②階級へとますます分
解しているのである。……
　あらゆる地域のプロレタリアよ、団結せよ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

！
� 〈的場昭弘訳・著『新訳�共産党宣言』作品社〉
　　　　　①資本家のこと。生産手段（土地・機械など）を所有する　②労働者の
こと。労働力をもつが生産手段はもたず、資本家の下

もと
で労働して賃金を得る

1848年２月、マルクスとエンゲルスがロンドンにて共同で発表
した文書。人間社会の歴史は中世の領主対農

のう

奴
ど

、近代の資本家
対労働者のような階級闘

とう

争
そう

の歴史であると主張し、資本主義社会はプ
ロレタリア（労働者）階級が革命を起こすことによって、ブルジョワ
（資本家）階級の支配を倒

たお

すことが歴史の必然であると説いた。そのた
めに世界各地の労働者の団結を呼びかけ、後にマルクス主義ともよば
れる共産主義思想を確立することにつながった。

　 「人民憲章」─チャーティストの要求
１．健全なる精神をもち、現在受

じゅ
刑
けい
中でない21歳

さい
〔以上〕のすべて

の男子に対する投票権。
２．無記名投票─選挙権を行使する選挙人を保護するために。
３．議員に対する財産資格①制限の廃

はい
止
し
─こうして選挙民に彼

かれ
ら

の選んだ者を、彼が豊かであろうと貧しかろうと、議会に送ること
ができるようにすること。
４．議員歳費②の支給─……国家のために彼の職業からはなれて
議会に出席しても、選挙民に奉

ほう
仕
し
することができるようにすること。

５．平等な選挙区─……同数の選挙人に対して同量の代表を確保
すること。
６．毎年議会─かくして贈

ぞう
賄
わい③と威

い
嚇
かく
に対するもっとも効果的な

阻
そ
止
し
手段を提供すること。……

� 〈浜林正夫訳『原典イギリス経済史』御茶の水書房〉
　　　　　①一定以上の財産の保有が選挙権を得る条件になること　②議員に国
家が支給する一年間の手当　③賄

わい
賂
ろ
を贈
おく
ること

イギリスで第１回選挙法改正（1832年）で選挙権を得られなかっ
た商工業者や労働者を中心に、男性普通選挙、無記名投票、議

員の財産資格の廃
はい

止
し

など６か条の要求がまとめられた（1837年起草、
38年発表）。これを人民憲章（ピープルズ＝チャーター）といい、これ
らの実現を目指した民衆運動をチャーティスト運動という。1850年
前後に運動は衰

すい

退
たい

したが、毎年議会（議員の選挙を毎年すること）以外
の５項目については20世紀前半にほぼ実現した。

　 ビスマルク「鉄血演説」
……われわれには、われわれの貧

ひん
弱
じゃく
な身体には大きすぎる軍備を担

にな

おうとする熱血がありますし、とくにそうすることを好んでおりま
す。われわれはたしかにそれを利用しさえすればよいのです。ドイ
ツが注目しているのはプロイセンの自由主義ではなくて、プロイセ
ンの力であります。……ウィーン〔会議〕の諸条約によるプロイセン
の国境は、健全な国家の営みのためには好都合なものではありませ
ん。現下の大問題が決せられるのは、演説や多数決によってではな
く─これこそが1848年と1849年①の重大な誤りだったのですが
─、まさに鉄と血②によってなのであります。……もし予算が成
立しないとしますならば、すべては白紙状態であります。……
� 〈歴史学研究会編『世界史史料６』岩波書店〉
　　　　　①ベルリン三月革命に始まる、ドイツの一連の自由主義運動　②軍備
と兵士、つまり軍事力
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ビスマルクはユンカー（ドイツの地主貴族階級）出身の政治家で、
1862年９月プロイセン国王ヴィルヘルム１世によって首

しゅ

相
しょう

に任
命された。当時、予算審

しん

議
ぎ

では軍事予算の増額を主張する政府とこれ
に反対する議会下院が対立していた。首相に任命されたばかりのビス
マルクは、下院の予算委員会で史料のように演説を行い、ドイツ統一
のために軍備拡張が必要であると主張した。このことから、演説に
「鉄血演説」、またビスマルク自身にも「鉄血宰

さい

相
しょう

」という異名が生まれ
た。

　 モンロー宣言（教書）
……われわれはヨーロッパ列強間の諸戦争①には、それがヨーロッ
パ諸国自身に関する事

こと
柄
がら
ならば、決して介

かい
入
にゅう
しなかつたし、またこ

れに参加することはわれわれの政策とも一
いっ
致
ち
しない。……われわれ

は率
そっ
直
ちょく
公明を尊び、また合衆国とこれら諸国との間に存在する友好

関係を信
しん
頼
らい
するがゆえに、ヨーロッパ諸国が彼

かれ
らの政治組織を本半

球②のいずれかの部分に拡張しようとするいかなる企
き
図
と
をも、われ

われの平和と安全にとつて危険なものと思考する旨
むね
を宣言する。

……これら（その独立政府）の運命を左右せんとする目的をもつてす
るいかなるヨーロッパ諸国の干

かん
渉
しょう
も、われわれは合衆国に対する非

友
ゆう
誼
ぎ
的③態度の表明としかみることができない。……

� 〈下中彌三郎編『西洋史料集成』平凡社〉
　　　　　①ナポレオン戦争　②西半球つまりアメリカ大陸側　③友好的でない
こと

モンローはアメリカ合衆国第５代大統領（任1817～25）。彼
かれ

が
1823年12月に発した年次教書（大統領が連

れん

邦
ぽう

議会に送付する方
針）のなかで、特に外交方針について述べた部分を、後に「モンロー宣
言（教書）」とよんだ。ヨーロッパ諸国のアメリカ大陸に対する干

かん

渉
しょう

や
再植民地化の動きを批判し、また合衆国もヨーロッパに対する不干渉
を主張した。この結果、ラテンアメリカ諸国の独立運動を間接的に支

し

援
えん

することになり、また、孤
こ

立
りつ

主義（モンロー主義）とよばれる合衆国
の外交政策の基本方針が確立した。

　 奴
ど

隷
れ い

制⑴ストウ著『アンクル＝トムの小屋』
……「奴

やつ
はほとんど死にかけてますよ、旦

だん
那
な
様」とサンボ①は言った。

……
　「奴が音

ね
をあげるまで、精を出せ！　もっとやれ！　もっとや

れ！」とレグリー②は叫
さけ
んだ。……

　トム③が目を開け、主人を見上げた。……「おらは心からあなた
を許しますだ！」そう言うと、トムは完全に気を失った。……
　ジョージ④がその小屋へ入ったとき、彼

かれ
は頭がくらくらし、心が

むかついてきた。
　「こんなことがありうるのか、こんなことがありうるのか？」彼は
トムのそばにひざまずいて言った。「アンクル・トム、かわいそう
な、僕

ぼく
のなつかしい友！」……

　「ああ、ジョージ坊
ぼっ
ちゃま、あなたは遅

おそ
すぎました。主

しゅ⑤がおらを
お買いになり、天の故郷⑥へ連れ帰ってくだせえますだ。おらもそこ
へ行きてえです。天国はケンタッキー⑦よりいいところです」……
……そして、微

ほほ
笑
え
みを浮

う
かべながら深い眠

ねむ
りについた。……

� 〈小林憲二訳『新訳�アンクルトムの小屋』明石書店〉
　　　　　①黒人と先住民の混血　②トムを暴行で死なせたトムの主人　③小説
の主人公である黒人奴隷　④トムの以前の主人であった白人の息

むす
子
こ
で、トムとは

仲がよかった　⑤キリスト教の神　⑥天国　⑦アメリカ南東部の州

人道的な立場などから奴
ど

隷
れい

制廃
はい

止
し

の気運が国際的に高まり、19
世紀半ばにはイギリスやフランスでも奴隷制が廃止された。し

かしアメリカでは、綿花プランテーションの労働力として黒人奴隷が
必要な南部のプランター（農園主）らが奴隷制の存続を強く主張し、
奴隷制の拡大に反対する北部と厳しく対立するようになった。アメリ

基
情
礎
報
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カの女性作家ストウは1852年に発刊された『アンクル＝トムの小屋』
で、黒人奴隷トムの悲

ひ

惨
さん

な生
しょう

涯
がい

を描
えが

き、奴隷制の害悪を強く訴
うった

えた。

　 奴
ど

隷
れ い

制⑵奴隷解放宣言
……したがって、私、アメリカ合衆国大統領エイブラハム・リン
カーンはここに、……以下の州と一部地域①が、それぞれ反乱の状
態にあると規定する。……
　私に与

あた
えられた前述の権限と果たすべき目的に基

もと
づき、私は上記

の州と一部地域において奴隷とされている者すべてに対して、これ
以後は自由であると宣言し、アメリカ合衆国政府は、陸海軍当局も
含
ふく
めて、彼

かれ
らの自由を承

しょう
認
にん
し維

い
持
じ
することを命じる。……

　こうした行
こう
為
い
は正義に基づくものだと信じており、軍事的必要性

を鑑
かんが
みて合衆国憲法によっても正当性を保証されていると思うが、

私はここに、これらの行為に対して、人類の思
し
慮
りょ
深い判断と、全能

なる神の慈
じ
悲
ひ
深い恩

おん
顧
こ
を祈

いの
るものである。

� 〈歴史学研究会編『世界史史料７』岩波書店〉
　　　　　①北部と戦っている南部の諸地域

南北戦争中の1863年１月、リンカン大統領は奴
ど

隷
れい

解放宣言を発
し、反乱の状態にある南部諸州の奴隷が自由であることを宣言

した。北部が奴隷解放という戦争目的を明らかにしたことで対外的に
北部への支持を集め、戦後の奴隷制廃

はい

止
し

（1865年）につながった。一
方、アメリカ中西部イリノイ州（リンカン大統領の出身地）の議会で、
奴隷の反乱を誘

ゆう

発
はつ

するものとして奴隷解放宣言に反対する決議が行わ
れるなど、必ずしも北部のすべてが人道的な見地から奴隷解放を求め
ていたわけではなかった。

　 アヘン戦争開戦の是
ぜ

非
ひ

⑴グラッドストンの演説
　その起源①においてこれほど正義に反し、この国を恒

こう
久
きゅう
的な不

ふ
名
めい

誉
よ
の下

もと
に置き続けることになる戦争をわたくしは知らないし、これ

まで聞いたこともないと、明言できる。……そもそもイギリス国旗
がイギリス人の精神をいつも高めることになるのはどうしてであろ
うか。それはイギリス国旗が常に正義の大義、圧制への反対、国民
の諸権利の尊重、名誉ある通商の事業に結びついていたからこそで
あった。ところが今やその国旗は高貴な閣下の庇

ひ
護
ご ②の下で、悪

あく
名
みょう

高い密貿易を保護するために掲
かか
げられているのである。……

　……わたくしは、女王陛下③の政府が本動議に関して本院にこの
正義に反した、邪

じゃ
悪
あく
な戦争を教

きょう
唆
さ
するよう説得することなど決して

ないと確信する。……� 〈歴史学研究会編『世界史史料６』岩波書店〉
　　　　　①アヘンという麻

ま
薬
やく
が開戦の理由であること　②弱い立場の者をか

ばって守ること　③ヴィクトリア女王(在位1837～1901)

中国（清
しん

朝
ちょう

）の政治家であった林
りん

則
そく

徐
じょ

が広
こう

州
しゅう

でアヘンの没
ぼっ

収
しゅう

・廃
はい

棄
き

などの強
きょう

硬
こう

策をとると、イギリス議会では清朝との開戦の是
ぜ

非
ひ

をめぐる議論が巻き起こった。当時トーリ党（後の保守党）の若き政
治家だったグラッドストンは「正義に反する戦争」として開戦に反対し
たが、ホイッグ党（後の自由党）のパーマストン外

がい

相
しょう

はイギリス商人の
利益を守るためとして開戦を擁

よう

護
ご

した。イギリス議会では最終的に開
戦が決議され、1840年６月にアヘン戦争が始まった。

　 アヘン戦争開戦の是
ぜ

非
ひ

⑵パーマストンの演説
……こうした人々①の利益こそが危機に瀕

ひん
しており、こうした人々

こそがこの問題にもっとも利害関心を持っているのである。こうし
た人々はわたくしの考えでは、概

がい
してイギリス政府に敵対的な人々

である。にもかかわらずこの人々が、自発的に、政府の諸目的が遂
すい

行
こう
されなければ、中国におけるイギリスの通商は終

しゅう
焉
えん
を迎

むか
えるだろ

うと主張しているのである。……
　武力の示

し
威
い
が、さらなる流血を引き起こすことなしに、われわれ

1414 p.83
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情
礎
報

1616 p.88

の通商関係を再興するという願わしい結果をもたらすかもしれない
と、すでに表明されている。このことにわたくしも心から同意する
ものである。� 〈歴史学研究会編『世界史史料６』岩波書店〉
　　　　　①ロンドンの中国貿易に従事する商人たち

史料⑮を参照

　 南京条約
第２条　清国皇帝陛下①ハ英国臣民カ……広

カン
東
トン②、厦

ア
門
モイ
、福

ふく
州
しゅう
、寧

ニン

波
ポー
及
およ
ヒ上

シャン
海
ハイ
ノ市町ニ於

オ
イテ商業ニ従事スル為

ため
迫害又

また
ハ拘

こう
束
そく
ヲ蒙

こうむ
ルコ

トナク居住スルヲ得シムヘキコトヲ約ス……
第３条　……清国皇帝陛下ハ英国女皇陛下③ニ香

ホン
港
コン
島ヲ譲

じょう
与
よ
シ英国

女皇陛下及ヒ其
そ
ノ後

こう
継
けい
者ハ永久ニ之

これ
ヲ占

せん
有
ゆう
スヘク英国女皇陛下ノ適

当ト認ムル法律規制ヲ以
もっ
テ之ヲ統治スヘシ……

第５条　清国政府ハ広東ニ於イテ通商ニ従事セル英国商人ヲシテ専
もっぱ

ラ当
とう
該
がい
目的ノ為ニ清国政府ヨリ免

めん
許
きょ
ヲ得タル「行」商人（公行④）トノ

ミ取引スルコトヲ強制シタリシカ清国皇帝ハ英国商人ノ居住スヘキ
一切ノ港ニ於イテ将来右ノ慣行ヲ廃

はい
シ任意ニ何

なん
人
ぴと
トモ通商取引ニ従

事スルヲ許スヘキコトヲ約ス� 〈半澤玉城著『支那関係条約集』外交時報社〉
　　　　　①道

どう
光
こう
帝
てい
（在位1820～50）　②広

こう
州
しゅう
のこと　③ヴィクトリア女王（在位

1837～1901）　④清
しん
朝
ちょう
の特許商人組合

南京条約は、1842年にイギリスと清
しん

朝
ちょう

の間で結ばれたアヘン戦
争の講和条約である。清朝がイギリスに、広

こう

州
しゅう

・厦
ア

門
モイ

・福
ふく

州
しゅう

・
寧
ニン

波
ポー

・上
シャン

海
ハイ

の５港の開港と開港地への領事駐
ちゅう

在
ざい

の承
しょう

認
にん

、香
ホン

港
コン

島の割
かつ

譲
じょう

、賠
ばい

償
しょう

金の支払い、公行の廃
はい

止
し

、イギリス側の戦費の支払いなどを
認めた。しかしアヘン貿易については取り決めがなされなかった。ま
た、南京条約そのものは清朝とイギリスが対等な関係で結んだ条約
だったが、その後の不平等条約の足がかりとされた。

　 天保の薪
し ん

水
す い

給
きゅう

与
よ

令（『徳川禁令考』）
　異国船渡

と
来
らい
之
の
節二

に
念
ねん
無く打ち払

はら
い申す可

べ
き旨

むね
文政八年仰

おお
せ出さ被

れ

候
そうろう①。然

しか
る処

ところ
当時万

ばん
事
じ
御
おん
改正にて、享

きょう
保
ほう
・寛

かん
政
せい
之御政事ニ復せ被

ら

れ、何事によらず御仁政を施
ほどこ
さ被度

たし
との有難

がた
き思

おぼ
し召

め
しに候。右に

付
ついて
而は、外国之ものに而

て
も、難風に逢

あ
い漂流に而

て
、食物薪水を乞

こ
い

候迄
まで
に渡来

きたり
候を、其

そ
の事情相分から不

ざ
るに、一図に打ち払い候而

は、万国に対せ被れ候御所置とも不
ず
被思し召さ被不

ず
候。依

よ
って之

これ
文

化三年異国船渡来之節取り計らい方之儀
ぎ ②に付き、仰せ出さ被候趣

おもむき

に相復し候様仰せ出さ被候間、異国船と見受け候はば、得と様子相
糺
ただ
し③、食料薪水等乏

とぼ
しく、帰

き
帆
はん④成り難き趣候はば、望み之品相

応に与
あた
へ、帰帆致

いた
す可き旨申し諭

さと
し、尤

もっと
も上陸は致さ為

せ
間
ま
敷
じ
く候。

……� 〈家永三郎監修『日本史資料』東京法令出版〉
　　　　　①1825年の異国船打払令のこと　②1806年の薪水給与令　③念を入
れて事情を調べる　④帰国

天保の改革において、1842年に出された幕府の対外政策。
1825年の異国船打

うち

払
はらい

令を否定し、1806年の文化の薪
しん

水
すい

給
きゅう

与
よ

令
（撫

ぶ

恤
じゅつ

令）の方針に戻し、異国船の穏
おん

便
びん

な帰
き

帆
はん

、漂
ひょう

着
ちゃく

船への薪水・食料
支給を命じた。清国がアヘン戦争でイギリスに負けて南京条約を結
び、香港を割

かつ

譲
じょう

し、貿易の拡大を認めさせられた情勢を、幕府首脳部
は鋭

えい

敏
びん

に感じとった。また、海外情勢の認識が進み開国論を唱えるも
のがあらわれたことも背景にあり、法令の発出に至った。

　 日米修好通商条約
第３条
下
しも
田
だ
箱
はこ
館
だて
の港の外次にいふ所の場所を左の期限より開くへし

　神奈川　……西洋紀元1859年７月４日

用語解説

基
情
礎
報

1717 p.88

フーチョウ

用語解説

基
情
礎
報

1818 p.90

用語解説

基
情
礎
報

1919 p.92
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